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聖籠町告示第３０号  

聖籠町風しん予防接種費用助成事業実施要綱の一部を改正する告示

を次のように定める。  

令和２年３月２６日  

聖籠町長 西脇 道夫   

聖籠町風しん予防接種費用助成事業実施要綱の一部を改正する

告示  

聖籠町風しん予防接種費用助成事業実施要綱（平成２５年聖籠町告示

第５５号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第１号中「で、予防接種時において１９歳以上５０歳未満の者」

を削り、同条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 前号に規定する者の夫又は同居の家族  
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別記様式第１号を次のように改める。 

 



3 

 

 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の聖籠町風しん予防接種費用助成事業実施

要綱の規定は、令和２年４月１日以降に行われた予防接種に係る費用

の助成について適用し、同日前に行われた予防接種に係る費用の助成

については、なお従前の例による。 


